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障がいに関する
シンボルマーク

　障がいに関するシンボルマークは、国際的に定
められたものや法律に基づいているもののほか、
障がい者団体が独自に提唱しているものもありま
す。そのうち、代表的なものを紹介します。

　各マークの詳細・使用方法等は、各関係団体に
お問い合わせください。
 自立生活支援課障害福祉係（☎０４２−３８７−９８４２）問

噛噛噛健康課噛噛噛
（保健センター）

（貫井北町５−18−18）
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内　容ところと　き

▷身体測定、育児および保健・
栄養・母乳相談
 乳幼児、妊産婦
 身体測定のみも可。お気軽
に直接会場へお越しください
▷歯科相談（奇数月の公民館
東分館のみ実施）

 

対
他

婦人会館２月４日（月）
１３：３０〜１５：３０

乳幼児健康相談
（のびのび広場相談）

公民館貫
井南分館

２月６日（水）
１３：３０〜１５：３０

保健セン
ター

２月１４日（木）、２８
日（木）いずれも
９：３０〜１１：００

公民館東
分館

２月２０日（水）
１３：３０〜１５：３０

前原暫定
集会施設

２月２２日（金）
１３：３０〜１５：３０

渇血圧測定、体
脂肪測定、健康
相談など
渇医師との相談
は１３：３０〜１４：
４５（要予約。た
だし当日空きが
あれば予約なし
でも相談可）
渇聴覚検査（要
予約。保健セン
ターのみ）

〔担当医〕
山﨑
（内科・健診結
果説明）
三枝
（耳鼻咽頭科）

前原暫定
集会施設

２月１日（金）
１３：３０〜１５：００

成人健康相談
（医師・保健師） 〔担当医〕

小林
（内科・健診結
果説明）
田中
（整形外科）

保健セン
ター

２月１５日（金）
１３：３０〜１５：００

▷食生活で気になることや食
事療法、離乳食など▷要予約
▷別の日程をご希望の方は、
ご相談ください

保健セン
ター

２月１５日（金）
１３：３０〜１５：３０

栄養相談
（管理栄養士）

※保健師・管理栄養士・歯科衛生士による電話相談は随時受け付けます

害害 ２２月の各種事業案内月の各種事業案内 害害  健康課問

オストメイトマーク聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）障がい者のための国際シンボルマーク

　オストメイト（人工肛門・人工
ぼうこうを造設した方）のための
設備があることを示すシンボルマ
ークです。オストメイト対応のト
イレ等の設備があることを示す場

合などに使用されています。
 公益社団法人日本オストミー協会（☎０３−
５６７０−７６８１）
問

　聴覚障がいのあることを理由
に運転免許に条件を付された方
が車に表示するマークです。や
むを得ない場合を除き、このマ
ークをつけた車に幅寄せや割り

込みを行った場合には、道路交通法違反となり
ます。
 各警察署（小金井警察署☎０４２−３８１−０１１０）問

　障がいのある方が利用しや
すい建築物や公共輸送機関で
あることを示す、世界共通の
マークです。車いすを利用す
る方だけでなく、障がいのあ

るすべての方のためのマークです。
 公益財団法人日本障害者リハビリテーション
協会（☎０３−５２７３−０６０１）
問

ハート・プラスマーク耳マーク盲人のための国際シンボルマーク

　内臓に障がいのある方を表し
ています。心臓疾患などの内部
障がい・内臓疾患は外見からは
分かりにくいため、さまざまな
誤解を受けることがあります。

そのような方の存在を視覚的に示し、理解と協
力を広げるために作られたマークです。
 特定非営利活動法人ハート・プラスの会（☎
０５２−７１８−１５８１）
問

　聴覚に障がいがあることを
示し、コミュニケーション方
法に配慮を求める場合などに
使用されているマークです。
また、自治体、病院、銀行など

が、聴覚に障がいのある方に援助をすることを
示すマークとしても使用されています。
 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合
会（☎０３−３２２５−５６００ ０３−３３５４−００４６）
問

FAX

　視覚に障がいのある方の安
全やバリアフリーに考慮され
た建物・設備・機器などにつ
けられています。信号や音声
案内装置、国際点字郵便物、

書籍、印刷物などに使用されています。
 社会福祉法人日本盲人福祉委員会（☎０３−
５２９１−７８８５）
問

ヘルプマークほじょ犬マーク身体障害者標識（身体障害者マーク）

　義足や人工関節を使用している
方、内部障がいや難病の方、妊娠初
期の方など、援助や配慮を必要と
していることが外見からは分から
ない方が、周囲の方に配慮を必要

としていることを知らせることで、援助が得や
すくなるようにするためのマークです。
 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課
（☎０３−５３２０−４１４７）
問

　身体障害者補助犬法に基づ
き認定された補助犬（盲導
犬・介助犬・聴導犬）を受け
入れる店の入口などに 貼 るマ

は

ークです。不特定多数の方が
利用する施設（デパートや飲食店など）では、補
助犬の受け入れが義務付けられています。
 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課
（☎０３−５３２０−４１４７） 
問

　肢体不自由であることを理
由に運転免許に条件を付され
た方が車に表示するマークで
す。やむを得ない場合を除
き、このマークをつけた車に

幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通
法違反となります。
 各警察署（小金井警察署☎０４２−３８１−０１１０） 問

　

腰
痛
の
原
因
、
予
防
、
治
療
等

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

 

２
月　

日
（
火
）
午
後
１
時　

２６

３０

分
～
３
時 

前
原
暫
定
集
会
施
設

 

浅
沼
和
生
さ
ん
（
市
医
師
会
会

員
） 
　

人
（
申
込
順
） 

１
月

５０

　

日
か
ら
、
電
話
で
健
康
課
へ

１５
 　

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
や
中
性
脂
肪

が
気
に
な
る
方
、
食
事
の
ポ
イ
ン

ト
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

時

所

講

定

申

栄
養
講
習
会

脂
肪
を
た
め
な
い
食
生
活

 

２
月　

日
（
火
）
午
前　

時
～

２６

１０

正
午 

保
健
セ
ン
タ
ー 

栄
養
講

義
と
調
理
実
習 

市
内
在
住
の
方

 
　

人
（
申
込
順
） 

希
望
者
に

２０
は
み
そ
汁
の
塩
分
測
定
を
行
い
ま

す 

１
月　

日
か
ら
、
電
話
で
健

１５

康
課
へ

  

２
月　

日
（
月
）
午
後
１
時
か

２５

ら
、
１
時　

分
か
ら
、
１
時　

分

１５

３０

か
ら
（
終
了
は
３
時
ご
ろ
） 

保

健
セ
ン
タ
ー 

お
お
む
ね　

～　
１６

２７

週
の
妊
婦
の
方 
　

人
（
申
込

２０

順
） 

１
月　

日
か
ら
、
電
話
で

１５

健
康
課
へ

  

２
月
８
日
（
金
）、　

日
（
月
）

２５

午
前
９
時　

分
～　

時　

分 

保

３０

１０

４５

健
セ
ン
タ
ー 

１
歳
未
満
の
乳
児

（
標
準
的
な
接
種
年
齢
は
、
生
後

５
か
月
～
８
か
月
未
満
） 

前
日

の
夜
か
ら
接
種
す
る
腕
（
左
腕
）

時

所

内

対

定

他

申妊
婦
歯
科
健
診

時

所

対

定

申
Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種

時

所

対

他

へ
の
塗
り
薬
は
控
え
て
く
だ
さ
い

 

健
康
課

 　

対
象
の
方
に
は
、
案
内
状
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、
届
か
な
い
方

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

健
康
課

問２
月
の
乳
幼
児
・
産
婦
健
康
診
査

問対　象と　き健康診査名

平成３０年１０月生まれ
の乳児と母親

２／７（木）３〜４か月児・
産婦健康診査 　／２１（木）

平成２９年７月生まれ
の幼児

２／５（火）１歳６か月児
健康診査 　／１９（火）

平成２８年１月生まれ
の幼児

２／１３（水）３歳児
健康診査 　／２７（水）
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